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2012 年度予算によるアウトリーチ事業を弾劾する 
                    全国「精神病」者集団 
 
厚生労働省は2012年度予算において精神保健体制によるアウトリーチ施行事業を予算化

した。 
これは本人の同意がない場合、医療報酬としては請求できないという理由で、医療保険

以外で多職種チームによる強制的介入を行おうというものである。望んでいないのに自宅

に侵入され介入されるという重大な人権侵害が税金を使って行われようとしている。いか

なる根拠でこのような人権侵害が許されるのか？ 憲法および国際人権法違反と断ずる。 
しかも恐るべきことにこのチームにはピアサポーターも位置づけられており、いわば精

神障害者自身を専門職による人権侵害の手先として利用する、恐るべき精神障害者の分断

である。私たち精神障害者はこうした犯罪行為に加担するいわば岡引になることを拒否す

る。 
この試行事業は世界的に精神障害者の反対の中で強行され、しかも効果も疑わしく、死

亡例も有意に多いとされている、地域での強制医療法への一里塚である。 
本来すべての福祉や医療を拒否して孤立して、苦痛や困難に直面している人たちに対し

ては（ホームレスを含む）スエーデンスコーネで行われているような（注参照）パーソナ

ルオンブート制度こそが求められている。これについてはすでに全国「精神病」者集団が

何度も厚生労働省および関係団体にも紹介している。 
スコーネのパーソナルオンブートは行政からも精神保健体制からも独立した障害者およ

び家族団体によって運営されており、1 対 1 のつながりを作っていく事で信頼関係を作り上

げ、語り合うものであり、守秘義務があり、記録も付けないものである。もちろん精神保

健体制にも行政にも個別の人について報告義務はない。こうした先進事例こそが試行事業

化されるべきである。 
私たち全国「精神病」者集団はこのアウトリーチ事業についてすべての都道府県が拒否

すること、そしてすべての関係諸団体が拒否することを強く要請する。 
 
注  
アウトリーチ試行事業については 
障害福祉保健関係主管課長会議 20011 年 2 月 22 日資料以下 11 ページより 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaig

i_shiryou/dl/20110630-01-05.pdf 
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スエーデンの利用者運営のサービス 精神科の患者のためのパーソナルオンブード制度 
 
精神科の患者のためのパーソナルオンブードあるいはパーソナルオンブズマン制度はス

エーデンの新制度である。この制度は 1995 年のスエーデンの精神科改革から生まれた。こ

の制度はこれまで誰もどう取り扱えばいいか分からなかった問題の解決として生まれた。 
パーソナルオンブズマンは専門的で高度な訓練を受けた人であり、１００％精神科の患

者のみの代理人として活動する。パーソナルオンブズマンは精神医療、ソーシャルサービ

ス、あるいはほかの何らかの行政当局そして患者の家族や周囲の人から完全に独立してい

る。 
パーソナルオンブマンは利用者がオンブズマンにしてほしいと望むことだけをする。利

用者は自分はどんな援助を望んでいるのかを知りそしてそれを勇気を持って告げられるよ

うになるまで、長い時間が、時には数ヶ月かかるので、たとえ混乱と混沌の中にあったと

してもパーソナルオンブズマンはひたすら待たなければならない。 
このことは同時にパーソナルオンブズマンはクライアントと長期にわたる関係、通常数

年間にわたる関係を作っていかなければならないことを意味する。これは信頼関係を作り

上げそしてより本質的な事柄に触れられるようになるためには必須の条件である。パーソ

ナルオンブズマン制度は、この点で伝統的な精神保健サービスにおいて精神科の患者が一

人の担当者から別の人へと次々に引継ぎされたり、あるいは全く支援を受けられないとい

うとは全く異なっている。 
パーソナルオンブズマンはとりわけ接触がもっとも困難であり通常支援を受けることな

く放置されている精神科の患者を支援することに焦点化して活動している。なぜなら誰も

彼らと接触し支援するやり方を知らないからだ。すなわち対象者は重い精神障害（主に精

神病）の精神科の患者そしてホームレスであるか非常に孤立して閉じこもって生活してい

る人、すなわちコミュニケーションをとるのが困難な人あるいは行政当局に対して強い敵

意を抱いている人たちということになる。それゆえにパーソナルオンブズマンは対象者が

訪れるのをじっと待っているのではなくて、対象者の生活の場に行って対象者を見つけだ

さなければならないということになる。さらには彼らと接触できるやり方を創意工夫して

いかなければならないということになる。 
こうしたことが可能となるためにはパーソナルオンブズマンはすべての行政当局から独

立している必要がある。スエーデンでもパーソナルオンブズマンが自治体に雇用されてい

る地域もある。しかしこうした雇用関係にあるパーソナルオンブズマンは行政当局の代理
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人に対して警戒的であったり敵意を持っている精神科患者と接触することができなくなっ

てしまい、数々の問題を引き起こしている。パーソナルオンブズマンは「二重の忠誠」を

持っているといういかなる疑いももたれてはならない。原則として独立した非政府組織が

好ましい。 
この例として以下のスコーネの例を紹介する。 
「ＰO-スコーネ」（ スコーネパーソナルオンブズマン） 
  スコーネはスエーデンの最も南の県である。住民は約 110 万人。スエーデン第三の都

市であるマルモに住民の三分の一が住んでいる。 
  ほとんどのスコーネのパーソナルオンブズマンは「PO-スコーネ」に雇われている。「PO

スコーネ」はユーザー組織であるＲＳＭＨ（スエーデン全国社会精神保健協会）と家族組

織であるＩＦＳ（シゾフレニア・フェローシップ協会）とが運営している。 
ＲＳＭＨとＩＦＳの地方組織のみが「PO-スコーネ」の会員資格を持つ。年次総会でこれ

らの地方組織代表が「PO-スコーネ」の理事を選出する。この理事会が 25 人のパーソナル

オンブズマンとその管理職の雇用者となる。すなわち組織は完全に利用者の支配下にあり、

パーソナルオンブズマンは利用者のガイドラインに沿って働くということになる。ガイド

ラインを以下にいくつか紹介する。 
＊パーソナルオンブズマンはほかのサービスとは違って、9 時 5 時の月曜から金曜という通

常の業務時間にのみ働くわけではない。業務時間は週 7 日でありそして毎日 24 時間である。

そしてパーソナルオンブズマンはこの業務時間の中でさまざまな時間帯で働く用意がなけ

ればならない。なぜならクライアントの問題は通常の業務時間に集中しているわけではな

いし夜間や週末のほうが接触しやすいクライアントもいるからだ。パーソナルオンブズマ

ンは週 40 時間の勤務時間で働き、クライアントの希望に応じてそのつど弾力的な勤務スケ

ジュールを作って働く。 
＊パーソナルオンブズマンはいかなる形でも事務所を持たない。なぜなら「事務所は権力」

だからだ。パーソナルオンブズマンは自宅から電話やインターネットを使って仕事する。

そしてクライアントとは自宅あるいは街中の任意の中立的な場所で会う。 
＊パーソナルオンブズマンはまず「関係性モデル（？relation-model）にのっとって仕事を

する。多くのクライアントが懐疑的で敵意を持っていたり、あるいはその他の理由で接触

すること自体が困難なので、パーソナルオンブズマンはクライアントがいる場所に出かけ

彼らを見つけなければならない。そしていくつかの段階を経なければ彼らと関係を持つに

いたらない。その段階とは、１接触する。２コミュニケーションをとる。３関係性を作り

上げる。４対話を始める。５委任を受ける。これらのすべての段階を積み上げていくには

長期間を要する。単に接触するだけでも数ヶ月かかる場合もある。出かけていって公園で

ホームレスの精神科の患者に話しかけるという場合もあろうし、あるいは非常に強固な形

で引きこもって生活している人に手紙を差し入れるだけで話しかけようとするという場合

もあろう。関係性ができ、対話が始まってはじめてパーソナルオンブズマンはクライアン
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トから委任を受けることができる。 
＊パーソナルオンブズマンはあらゆる種類の事柄についてクライアントを援助すべきであ

る。クライアントが優先するものは通常行政当局や家族の優先するものとは一致しない。8
年間の経験によればクライアントの最優先課題は住宅でも就職でもない。それは実存的な

事柄（たとえば、なぜ私は生きているべきか？ なぜ自分の人生は精神科の患者の人生と

なってしまったのか？ いい方向に変化する望みはいくらかでもあるのか？など）そして

性的な事柄あるいは家族との問題などである。パーソナルオンブズマンはこれらの事柄に

ついて解決するだけではなくてこれらのさまざまな問題についてクライアントと話しこむ

時間の余裕を持たねばならない 
＊パーソナルオンブズマンはさまざまな行政当局に対してあるいは法廷でクライアントの

権利を守るために有効に発言できる技量をもたなければならない。「PO-スコーネ」のパー

ソナルオンブズマンはすべてなんらかの大学の学位を持つか同等の教育を受けている。ほ

とんどはソーシャルワーカーとしての訓練を経ているが、弁護士の資格を持つものやほか

の専門的訓練を受けているものもいる。 
＊民族的マイノリティの精神科患者もパーソナルオンブズパーソンを使えることを保障す

るためにはさまざまな民族出身のパーソナルオンブズマンがいなければならない。パーソ

ナルオンブズマンとクライアントの間に言葉の問題があっては個人的関係性を築くのは難

しい。マルモは多民族のまちである。「PO-スコーネ」ではマルモに 12 人のパーソナルオン

ブズマンがいるがその中で、一人はソマリア生まれでアラブ首長国連合で育った人であり、

そのほかイラン、ルーマニア、ハンガリーで生まれた人がそれぞれ一人ずついる。 
＊クライアントは行政当局に対して匿名でいる権利がなければならない。クライアントが

パーソナルオンブズマンを使っていること自体を誰にも知られたくなければ、パーソナル

オンブズマンはそれを尊重しなければならない。「PO-スコーネ」は自治体からこのサービ

スに関して資金を得てはいるが、パーソナルオンブズマンは自治体にクライアントの名前

を告げることを拒否できるという文言のある契約を交わしている。 
＊パーソナルオンブズパーソンはクライアントに関するいかなる記録も保存しない。クラ

イアントの友人と家族のために名前と、電話番号、住所そしてその他事務的な事柄を書き

とめることはできる。そしてもちろんパーソナルオンブズマンがクライアントの代理とし

て書いた行政当局への書類のコピーを保存する場合もよくある。しかしこれらすべての書

類はクライアントのものである。クライアントは希望するときにはいつでもすべての書類

を見ることができる。そしてパーソナルオンブズマンとクライアントの契約が終わったと

きにはすべての書類はクライアントに渡されるかパーソナルオンブズマンによってクライ

アントの立会いの下で完全に廃棄される。 
 
「PO-スコーネ」は 1995 年に二人のパーソナルオンブズマンを抱えた実験的プロジェク

トとして始まった。2000 年には恒常的なユーザー運営のサービスとなり、現在 25 人のパ
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ーソナルオンブズマンがフルタイムで働いている。このサービスの財政は三分の二が国庫

負担そして残りの三分の一が地方自治体負担である。 
 
さらに詳しい情報は以下のサイト（ただし今のところスエーデン語のみ） 
www.po-skane.org 
マース・ジェスパーソン 
maths.jesperson@comhem.se 
（長野英子 仮訳） 
英語原文はこちらからダウンロード 
http://nagano.dee.cc/swedensde.doc 
このレポートは第 3 回障害者権利条約特別委員会の国際障害者同盟主催の「自己決定」

をテーマとしたサイドイベントではなされたレポートの一つに最後の記録の保存をしない

というガイドラインを付け加えたものです。 
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